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文化庁長官　殿

〔所有者、管理団体の氏名〕


〔種別〕〔指定名称〕の滅失・毀損届（〔滅失・毀損の内容〕）について


　文化財保護法（昭和２５年法律２１４号）第１２０条〔管理団体が届出る場合は法第１１８条に基づく〕の規定により、関係書類を添付して下記のとおり届出ます。
























記

１　史跡、名勝、又は天然記念物の別及び名称
　　種　別：
　　名　称：

２　指定年月日

３　史跡、名勝又は天然記念物の所在地

４　所有者の氏名又は名称及び住所
　　氏　名：
　　住　所：

５　管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
　　名　称：
　　所在地：

６　管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
　　氏　名：
　　住　所：

７　滅失、毀損等の事実が生じた日時

８　滅失、毀損等の事実が生じた当時における管理の状況

９　滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度

１０　毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響

１１　滅失、毀損等の事実を知った日

１２　滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項

【添付書類】
（１）滅失、毀損等の事実が生じた箇所の位置図
（２）滅失、毀損等の状況を示すキャビネ形写真及び図面

